
 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（拡充） 

【平成20年度概算決定額30,546（34,088）百万円】 
 

 

 

 

・農山漁村地域への二地域居住については、都市住民の３８％が願望を持っており、年齢別では

団塊の世代を含む５０歳代が４６％と最も高い。 

・農山漁村への定住については、都市住民の２１％が願望を持っており、年齢別では２０歳代、

５０歳代が３割と高い。 

（都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査（H17年11月調査、内閣府政府広報室）） 

 

 

 

 

＜交付金の特徴＞ 

・農・林・水の縦割りなく施設等の整備が可能。 

・窓口のワンストップ化による手続き事務の簡略化。 

・対象施設間の予算流用や年度間融通による地域の実情に合わせた整備が可能。 

・国が提示するメニューだけでなく、地域が提案するメニューも支援。 

・都道府県又は市町村への助成。 

＜内容＞ 

１．農山漁村活性化に資する基礎づくり 

  農山漁村における生産基盤や生産機械施設等の整備を支援します。20 年度は、①遊休農地

を景観形成など農業以外に活用する多様なボランティア活動の支援、②遊休農地を教育ファー

ム等多目的に活用するための土地条件整備、③遊休農地の基盤整備とその利用を促進するため

の経費を支援、④耕作放棄地解消のための基盤整備に対する技術支援等の追加的ソフト支援、

⑤面的集積を進める基盤整備に対するメリット措置等を拡充します。 
２．定住環境の整備 

  農山漁村における情報通信基盤施設や簡易給排水施設等、生活環境の整備を支援します。20
年度は、①地域に定住しようとする農林漁業従事者等に空き家等荒廃家屋を貸し出すための整

備、②地域の実情に応じたより先進的な情報通信基盤施設の整備を拡充します。 
３．地域間交流の促進 

  地域間交流の拠点となる交流・体験施設等の整備を支援します。20年度は、①本格的宿泊体

験活動を受け入れるための農林漁家を含む一定規模の施設整備及び受入機能の強化等に必要な

直売施設、処理加工施設等の整備、②交流拠点とのアクセスを改善する「農村のみち」の整備、

③捕獲した鳥獣個体を中山間地域の新たな特産物として地域間交流等に有効活用する施設整備

を拡充します。 

＜交付先等＞ 

１．交  付  先  都道府県、市町村 

２．事業実施主体  都道府県、市町村、農業協同組合、土地改良区、水産業協同組合、森

林組合、農林漁業者等の組織する団体等 

３．交  付  率  定額（定額、1/2､5.5/10、4.5/10、4/10、1/3（沖縄県2/3、8/10）（奄

美6/10、5.2/10）） 

 

担当課：大臣官房企画評価課（０３－３５０２－７１３４） 

全国の市町村の過半（1，000 以上）で居住者、滞在者の増加につながる農山漁村の活性

化に向けた新たな取組を創出（平成 19～23 年度） 

政策目標 

定住や二地域間居住、都市との地域間交流を促進するため、地域の創意工夫による取組

を総合的かつ機動的に支援。特に関連施策との連携による効果的取組を重点的に推進 

対策のポイント 



二地域間居住推進
プロジェクト

二地域間居住推進
プロジェクト

滞在型市民農園の

整備や集落道等生活
環境整備を行い、二地
域間居住を推進。

ニュービジネス創出
プロジェクト

ニュービジネス創出
プロジェクト

地域提案メニューを

活用し、地域の独自の
発想で新たなビジネス
の創出を支援。

ふるさと青年協力隊
プロジェクト

ふるさと青年協力隊
プロジェクト

都市住民が農業技術
等を修得する研修施設
や地元との交流の場を
提供し、農山漁村に活
力を付与。

ＩＪＵターン推進
プロジェクト

ＩＪＵターン推進
プロジェクト

情報基盤等の生活環
境の整備や、農林水産
業への就業機会の確保
により、農山漁村への
IJUターンを推進。

豊かな自然活用
プロジェクト

豊かな自然活用
プロジェクト

農地・山林・海岸を巡
る散策道や地元食材
供給施設など農山漁
村の豊かな自然をまる
ごと活用し、交流人口
の増大を推進。

地場産品活用雇用創出
プロジェクト

地場産品活用雇用創出
プロジェクト

ブランド農産物栽培
のための基盤整備や
加工施設等の整備を
行い、地場産品を活用
した雇用を創出。

農林漁業振興・定住促進
プロジェクト

農林漁業振興・定住促進
プロジェクト

農業生産基盤の整備
や生活環境の整備に
より、農山漁村の良好
な定住環境を確保。

交付金を活用したプロジェクト例

農山漁村地域において、居住者及び滞在

者の増加といった観点も踏まえ、農・林・水

の縦割りなく施設の整備等の各種取組を総

合的かつ機動的に支援します。

○農・林・水の縦割りなく施設を一気に整備

○窓口のワンストップ化（大臣官房に体制整備）

○対象施設間の経費の弾力的運用、年度間の
融通可能

○地域が提案するメニューも支援

○都道府県又は市町村への助成

（民間団体等へは間接助成）

○法律上の事業とすることにより、施設用地の
確保、市民農園の開設等の手続が簡素化

特 徴

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

平成２０年度概算決定額：３０５億円



・遊休農地を景観形成や植林等
農業以外にも活用するボランティ
アの活動を支援
・遊休農地を教育ファーム等多目
的に活用するための土地条件整
備への支援

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（拡充）

農林漁家の空き家等の既存ストッ
クを活用した宿泊体験活動受入施
設の整備及び地域の受入機能の
強化を図るための直売・食材供給
施設等の整備を支援

地域の農業を支え歴史的・文化
的価値を有する古道の再生や
交流拠点の間を連絡する散策
道など「農村のみち」の総合的
整備を支援

捕獲した鳥獣を、中山間地域の
新たな特産物等として地域間交
流のＰＲや活性化に有効活用す
るための処理加工施設の整備
を支援

地域に定住し、農林漁業
に従事する者に対し、空
き家等荒廃家屋を整備
して貸し出す場合、必要
となる経費の一部を支援

ＡＤＳＬ、光ファイバー等地域
の創意工夫を活かした情報
通信基盤整備の支援対象を
拡大

耕作放棄地の解消を図る基盤整
備を行う場合、技術支援を含む追
加的ソフト支援を実施

面的集積を進める基盤整備を
行う場合、メリット措置（促進
費）を実施

地
域
の
創
意
工
夫
に
よ
る
農
山
漁
村
の
活
性
化
を
一
層
支
援

定住環境の整備 農山漁村活性化に資する基礎づくり

地域間交流の促進

農山漁村の生活環境の整備に
必要な情報通信基盤施設、簡
易給排水施設等の整備

拡

充

内

容

農林漁業の振興に必要な基盤整備及び生産機械施設、処理加工・集出荷貯蔵施設等の整備

拡

充

内

容

地域間交流の拠点となる地域資源活用総合交流施設、農林漁業体験施設等の整備

拡

充

内

容

地域が独自に提
案する創意工夫
発揮事業等

平成２０年度概算決定額
３０，５４６（３４，０８８）百万円
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